
- 1 - 

西条市人事行政の運営等の状況について  
 

 

 地 方 公 務 員 法 第 ５ ８ 条 の ２ 及 び 西 条 市 人 事 行 政 の 運 営 等 の 状 況 の 公 表 に 関 す

る 条 例 に 基 づ き 、西 条 市 の 人 事 行 政 の 運 営 等 の 状 況 の 概 要 に つ い て 、公 表 し ま す 。 

 な お 、 ご 不 明 な 点 や ご 質 問 等 が あ り ま し た ら 、 次 ま で お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。 

◆ 西 条 市 総 務 部 職 員 厚 生 課  ℡  0897（ 52） 1208・ 1229 

 

第１  職員の任免に関する状況  

１  職 員 の 任 免 状 況                    （ 単 位 ： 人 ）  

区    分  採  用  

退    職  

定  年  
自 己 都 合・応 募

認 定 ・ そ の 他  
計  

一 般 行 政 職 ２ ５  ８  ２ ８  ３ ６  

技 能 労 務 職  １  ２     ３  

計  ２ ５  ９  ３ ０  ３ ９  

（ 注 ） 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 ７ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で の 人 数  

 

２  採 用 試 験 の 実 施 状 況 （ 令 和 ６ 年 度 ）  

種   類  試 験 区 分  内   容  

西 条 市 職 員

採 用 試 験  

一 般 事 務 Ａ ・ Ｂ （ 上 級 ）  

一 般 事 務 早 期 募 集 枠 （ 上

級 ）  

一 般 事 務 社 会 人 枠 （ 上 級 ） 

一 般 事 務 学 芸 員 （ 上 級 ）  

一 般 事 務 （ 初 級 ）  

一 般 事 務（ 初 級：障 が い 者

対 象 ）  

土 木 技 術 Ａ ・ Ｂ （ 上 級 ）  

土 木 技 術 早 期 募 集 枠 （ 上

級 ）  

土 木 技 術 （ 初 級 ）  

土 木 技 術 （ 実 務 経 験 者 枠 ） 

建 築 技 術 （ 上 級 ）  

建 築 技 術 早 期 募 集 枠 （ 上

 

≪ １ 次 試 験 ≫  

【 教 養 及 び 専 門 】一 般 事 務（ 上 級：Ａ ） 

【 専 門 の み 】 土 木 （ 上 級 ： Ａ ）  

【 Ｓ Ｐ Ｉ （ 大 卒 程 度 ） 】 一 般 事 務 （ 上

級 ： Ｂ ） 、 一 般 事 務 早 期 募 集 枠 （ 上

級 ） 、 一 般 事 務 社 会 人 枠 （ 上 級 ） 土

木（ 上 級：Ｂ ）、土 木 早 期 募 集 枠（ 上

級 ） 、 建 築 （ 上 級 ） 、 建 築 早 期 募 集

枠 （ 上 級 ） 、 消 防 （ 上 級 ） 、 保 健 師

（ 上 級 ）  

【 Ｓ Ｐ Ｉ （ 高 卒 程 度 ） 】 一 般 事 務 （ 初

級 ） 、 一 般 事 務 （ 初 級 ： 障 が い 者 対

象 ） 、 土 木 （ 初 級 ） 、 土 木 （ 実 務 経

験 者 枠 ） 、 建 築 （ 初 級 ） 、 建 築 （ 実

務 経 験 者 枠 ） 、 消 防 （ 初 級 ） 、 保 健

師 （ 中 級 ） 、 保 育 士 ・ 幼 稚 園 教 諭 職  

【 性 格 検 査 】 全 職 種  

 

 



- 2 - 

級 ）  

建 築 技 術 （ 初 級 ）  

建 築 技 術 （ 実 務 経 験 者 枠 ） 

消 防 （ 上 級 ）  

消 防 （ 初 級 ）  

保 健 師 職 （ 上 級 ）  

保 健 師 職 （ 中 級 ）  

保 育 士 ・ 幼 稚 園 教 諭 職  

≪ ２ 次 試 験 ≫  

 ・ 個 別 面 接  

・ 集 団 面 接  

・ 体 力 試 験 （ 消 防 の み ）  

第２  職員の給与及び職員数の状況  

１  総括  

（１）人件費の状況（令和６年度普通会計決算）  

区  分  
住民基本台帳人口  

（ R7年 1月 1日）  

歳  出  額  

          Ａ  

実質収支  人  件  費  

         Ｂ  

人件費率  

 Ｂ／Ａ  

６年度  103,413人  56,027,250千円  3,561,076千円  9,264,251千円  16.5％  

（注）人件費には、市長などの特別職に支給される給料、報酬などを含みます。  

 

（ ２ ） 職員給与費の状況（令和６年度普通会計決算）  

区  分  
職員数  

    Ａ  

給      与      費  一人当たり給  

与費  Ｂ／Ａ  給   料  職員手当  期末・勤勉手当  計  Ｂ  

６年度  861人  3,220,713千円  566,255千円  1,306,264千円  5,093,232千円  5,915千円  

（注）１  職員手当には退職手当は含まれていません。  

    ２  職員数については令和６年４月１日の人数です。また、任期付短時間  

勤務職員（短時間勤務）及び会計年度任用職員を含まれていません。  

   ３  給 与 費 に つ い て は 、 任 期 付 短 時 間 勤 務 職 員 （ 再 任 用 職 員 （  

短 時間勤務））の給与費が含まれているが、会計年度任用職員の給与  

費は含まれていません。  

 

 

（参考）  

類似団体平均  

一人当たり給与費  

 ―  千円  
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（３）ラスパイレス指数の状況  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、 

国の職員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一） 

適用職員の俸給月額を 100 として計算した指数です。  

    

（４）給与制度の総合的見直しの実施について  

 

 

 

 

 ①給料表の見直し  

  [ 実施   未実施  ] 

 （給料表の改定実施時期）   

平成２７年４月１日  

 （内  容）   

   一般行政職の給料表について、国の見直し内容を踏まえ、平均１.９％引下げ。若年

層については、初任給に係る号給は引下げなし。高齢層については、官民の給与差を考

慮して最大４％程度引下げ。激変緩和のため、３年間（平成３０年３月３１日まで）の

経過措置（現給保障）を実施。  

 技能労務職給料表については、一般行政職給料表との均衡を踏まえて見直しを実施。 

 

 ②地域手当の見直し  

   平成２７年４月１日より支給を実施。支給割合については、国と同じ基準で、  

平成３０年３月３１日まで段階的に見直しを実施。  

  【参考】東京都特別区：１８％→２０％  大阪府大阪市：１５％→１６％  

【概 要】 

国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均２％の引下げ及び

地域手当の支給割合の見直し等に取り組むとされている。 
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 ③その他の見直し内容  

   管理職員特別勤務手当及び単身赴任手当について、国と同様に見直しを実施。  

  （平成２７年４月１日実施）  

 

 

２  職員の平均給与月額、初任給等の状況  

（１）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況  

（令和７年４月１日現在）  

ア  一般行政職                                                                            

 
区  分  平 均 年 齢      平均給料月額  平均給与月額  

平均給与月額  

(国比較ﾍﾞｰｽ) 

  西条市  42.1歳  320,991円 380,414円 351,391円 

愛媛県  42.0歳  325,485円 411,533円 ―  

国  41.9歳  332,237円 ―  414,480円 

 類似団体  ―  ―  ―  ―  

 

イ  技能労務職                                                                            

区分  

公    務    員  民   間  参考  

平均  

年齢  

職員

数  

平均給料  

月額  

平均給与  

月額  

（Ａ）  

平均給与月額

（国比較ﾍﾞｰｽ） 

対応す

る民間

の類似

職種  

平均  

年齢  

平均給与  

月額  

（Ｂ）  

Ａ /Ｂ  

西条市  53.2歳  24人  300,163円 313,130円 306,200円 ―  ―  ―  ―  

 

うち  

学校 給食

調理員  

52.3歳  13人  299,723円 309,885円 306,408円 調理士  ―  ―  ―  

 
うち  

庁務員  
54.8歳  10人  300,600円 313,476円 302,800円 用務員  ―  ―  ―  

 
うち  

その他  
48.6歳  1人  301,500円 351,863円 337,500円 ―  ―  ―  ―  

愛媛県  56.5歳  161人  336,989円 367,590円 ―  ―  ―  ―  ―  

国  51.3歳  
1,703

人  
294,567円 ―  337,907円 ―  ―  ―  ―  

類似団体  ―  ―  ―  ―  ―  ―  ―  ―  ―  
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区  分  

年収ベース（試算値）の比較  

公務員  

（ C）  

民  間  

（ D）  
Ｃ /Ｄ  

西条市  ―  ―  ―  

 

うち  

学 校 給 食

調理員  

5,135,483円 ―  ―  

 
うち  

庁務員  
5,205,233円 ―  ―  

 
うち  

その他  
5,645,857円 ―  ―  

※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用（令和 3 年～令和 5

年の３ヶ年平均）  

  ※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完

全に一致しているものではありません。  

  ※年収ベースの「公務員（ C）」及び「民間（ D）」のデータは、それぞれの平均給与月額を 12 倍し

たものに、公務員においては前年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給さ

れた年間賞与の額を加えた試算値です。  

（注）1 「平均給料月額」とは、令和 7 年 4 月 1 日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。 

（注）2 「平均給与月額」とは、令和 7 年 4 月に支給された給料のほか、各種手当（扶養手当、通勤手

当、住居手当、管理職手当、時間外勤務手当など）を含めた額であり、地方公務員給与実態調

査において明らかにされているものです。また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較

のため、国家公務員と同じベース（時間外勤務手当等を除いたもの）で再計算したものです。  

 

（ ２ ） 職員の初任給の状況（令和７年４月１日現在）                                         

 区     分  西条市  愛媛県  国  

 
一般行政職  

大  学  卒  220,000円 226,953円 一般職 220,000円  

高  校  卒  188,000円 195,667円 一般職 188,000円  

 技能労務職  185,700円 ―  ―   

 

（３）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和７年４月１日現在）  

区     分  経験年数15年  経験年数20年  経験年数25年  経験年数30年  

一般行政職  
大  学  卒  300,167円 324,467円 376,125円 385,513円 

高  校  卒  ―  ―  345,750円 370,600円 

技能労務職  ―  ―  287,700円 301,400円 

（ 注 ） 経 験 年 数 と は 、 卒 業 後 直 ち に 採 用 さ れ 引 き 続 き 勤 務 し て い る 場 合 は 、 採 用 後 の 年 数

を い い ま す 。  
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３  一般行政職の級別職員数等の状況  

（ １ ） 一般行政職の級別職員数の状況（令和７年４月１日現在） 

区  分  標準的な職務内容  職員数  構成比  
１号給の  
給料月額  

最高号給の  
給料月額  

１級   主事 技師  75人  13.3％  183,500円 258,100円 

２級   主任  70人  12.4％  230,000円 308,500円 

３級   係長 主査  副主査  234人  41.3％  265,300円 354,700円 

４級   専門員  61人  10.7％  298,800円 386,100円 

５級   副課長  52人  9.2％  321,300円 398,200円 

６級   課長 主幹   46人  8.1％  355,200円 415,700円 

７級   副部長  15人  2.7％  408,300円 450,900円 

８級   部長  13人  2.3％  458,300円 488,500円 

合     計  566人  100％    

（ 注 ） １  西 条 市 の 給 与 条 例 に 基 づ く 給 料 表 の 級 区 分 に よ る 職 員 数 で す 。  

   ２  標 準 的 な 職 務 内 容 と は 、 そ れ ぞ れ の 級 に 該 当 す る 代 表 的 な 職 名 で す 。  
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（２）昇給への人事評価の活用状況（西条市）  

令和 7 年 4 月 2 日から令和 8 年 4 月 1 日

までにおける運用  
管理職員  一般職員  

イ  人事評価を活用している  ○  ○  

 
活用している昇給区分  

昇給可能な

区分  

昇給実績が

ある区分  

昇給可能な

区分  

昇給実績が

ある区分  

上位、標準、下位の区分      

上位、標準の区分      

標準、下位の区分  ○  ○  ○  ○  

標準の区分のみ（一律）      

ロ  人事評価を活用していない    

 活用予定時期    

 

 

４ 職員の手当の状況 

（ １ ） 期末手当・勤勉手当 

  

 

 

  

 

 

  

西   条   市  愛   媛   県  国  

１人当たり平均支給額  

（令和６年度）  

1,332千円  

１人当たり平均支給額  

（令和６年度）  

1,609千円  

―  

（令和６年度支給割合）     
 期末手当      勤勉手当  
  2.5 月分     2.1 月分  
（1.4月分）  （1.0月分）  

（令和６年度支給割合）     
 期末手当      勤勉手当  
  2.5 月分     2.1 月分  
（1.4月分）  （1.0月分）  

（令和６年度支給割合）     
 期末手当      勤勉手当  
  2.5 月分     2.1 月分  
（1.4月分）  （1.0月分）  

（加算措置の状況）  

職制上の段階、職務の級等に

よる加算措置  

（加算措置の状況）  

職制上の段階、職務の級等に

よる加算措置  

（加算措置の状況）  

職制上の段階、職務の級等に

よる加算措置  

（ 注 ）  （  ） 内 は 、 再 任 用 職 員 に 係 る 支 給 割 合 で す 。  
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〇勤勉手当への人事評価の活用状況（一般行政職）（西条市）  

令和 7 年度中における運用  管理職員  一般職員  

イ  人事評価を活用している  ○  ○  

 
活用している昇給区分  

支給可能な

成績率  

支給実績が

ある成績率  

支給可能な

成績率  

支給実績が

ある成績率  

上位、標準、下位の区分      

上位、標準の区分      

標準、下位の区分  ○  ○  ○  ○  

標準の区分のみ（一律）      

ロ  人事評価を活用していない    

 活用予定時期    

 

 

（ ２ ） 退職手当（令和７年４月１日現在）  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

西   条   市  国  

（支給率）      自己都合  応募認定・定年  

勤続20年      19.6695月分  24.586875月分  

勤続25年      28.0395月分  33.27075 月分  

勤続35年      39.7575月分    47.709月分  

 最高限度      47.709  月分    47.709月分  

その他の加算措置  

※退職手当調整額  

  職務の等級の区分に応じた調整月額を定

め、在職期間のうち、その月額の高いほ

うから60月分の合計額を加算  

 ※定年前早期退職特別措置  

（ 2％ ～ 4 5％ 加 算 ）  

   1人当たり平均支給額  1 , 4 95万 円  

（支給率）      自己都合  応募認定・定年  

勤続20年      19.6695月分  24.586875月分  

勤続25年      28.0395月分  33.27075 月分  

勤続35年      39.7575月分    47.709月分  

 最高限度      47.709  月分    47.709月分  

その他の加算措置     

 ※退職手当調整額  

  職務の等級の区分に応じた調整月額を定

め、在職期間のうち、その月額の高いほ

うから60月分の合計額を加算  

 ※定年前早期退職特別措置         

             （ 2％ ～ 4 5％ 加 算 ）  

   1人当たり平均支給額   ― 

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、令和６年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均

額です。  
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（３）地域手当（令和 7 年４月１日現在）  

支  給  実  績（６年度決算）     1,849千円  

支給職員１人当たり平均支給年額（６年度決算）      462,255円 

支給対象地域  支給率  支給対象職員数  国の制度（支給率）  

東京都特別区  20.0％            2人           20.0％ 

大阪府大阪市  16.0％            0人           16.0％ 

 

 

（４）特殊勤務手当（令和７年４月１日現在）  

支給実績（令和６年度決算）      10,389千円  

支給職員１人当たり平均支給年額（令和６年度決算）             25,094円  

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和６年度） 46.1％  

手当の種類（手当数） 12 

手当の名称 主  な  支  給  対  象  職  員 支 給 単 価 
支給実績 

（令和６度決算）  

感染症防疫手当  

感染症患者又は感染症の病原

体の付着した物件若しくは付

着の危険がある物件の搬送、

消毒その他処理作業に従事し

た職員  

１回     960円 893千円  

救急手当 (死亡人処理 )  死体処理作業に従事した職員   １体   9,600円 125千円  

〃   (傷病者 )  
救急車をもってする傷病者の

救急作業に従事した職員  
 １人     320円 6,461千円  

滞納処分手当  

(動産差押 )  

市税その他課徴金の滞納処分

による動産又は有価証券の差

押事務に従事した職員  

 １件     510円 3千円  

〃  ( そ の 他 の 物 件 差

押 ) 

市税その他課徴金の滞納処分

による動産又は有価証券以外

の差押事務に従事した職員  

 １件     390円 521千円  

〃  (物件引揚 )  
差し押えた動産又は有価証券

の引揚作業に従事した職員  
 １件     840円 0円  

税務手当  

外出勤務して市税の徴収事務

に従事することを常態とした

職員  

 １日     390円 725千円  

社会福祉業務手当  

生活保護法 (昭和 25 年法律第

144 号 )に基づく事務に従事

することを常態とした社会福

祉主事又は査察指導員  

 １日     350円 716千円  

犬猫等処理手当  

犬・猫等の死体処理又は捕獲

した野犬の処理作業に従事し

た職員  

 １件     910円 207千円  

消防職員手当  
消火作業又は救助作業に従事

した職員  
 １件     500円 711千円  
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潜水作業手当  潜水作業に従事した職員  １日     460円 0円  

高所危険手当  

屈折はしご付消防自動車によ

り、高所で行う消火作業等に

従事するもの又は地上 10 メ

ートル以上の高所における不

安定な箇所で検査等の業務に

従事した職員  

１件     390円 12千円  

用地買収交渉手当  
用地買収の交渉業務に従事す

ることを常態とした職員  
１日     300円 14千円  

清掃作業手当  

ひうちクリーンセンター又は

道前クリーンセンターに勤務

し、場内の清掃作業に従事す

ることを常態とした職員  

 １日    300円 0円  

災害応急作業等手当  

（巡回監視等）  

異常な自然現象により重大な

災害が発生し、又は発生する

おそれがある場合において行

う巡回監視、災害状況の調査

等の業務その他これに相当す

ると市長が認める業務に従事

した職員  

１日    700円  

(当該額に業務が日没時か

ら日出時までの間において

行われた場合にあってはそ

の 100分の 50に相当する額

を、災害対策基本法 (昭和 36

年法律第 223号 )、大規模地

震対策特別措置法 (昭和 53

年法律第 73号 )その他の法

令等に基づき設定され、立

入禁止、退去命令等の措置

がなされた区域 (当該区域

の設定又は拡大が行われた

場合において、その設定又

は拡大が行われた時までの

間における当該区域と同一

地域を含む。)で行われた場

合にあってはその 100分の

100に相当する額を、同一の

日においていずれの加算額

の要件にも該当した場合に

あってはその 100分の 100に

相当する額を加算する。 ) 

0円  

〃  (応急作業等 ) 

異常な自然現象により重大な

災害が発生し、又は発生する

おそれがある場合において行

う応急作業、応急作業のため

の災害状況の調査等の業務そ

の他これに相当すると市長が

認める業務に従事した職員  

１日    1,080円  

(当該額に業務が日没時か

ら日出時までの間において

行われた場合にあってはそ

の 100分の 50に相当する額

を、災害対策基本法、大規

模地震対策特別措置法その

他の法令等に基づき設定さ

れ、立入禁止、退去命令等

の措置がなされた区域 (当

0円  

http://srb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
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該区域の設定又は拡大が行

われた場合において、その

設定又は拡大が行われた時

までの間における当該区域

と同一地域を含む。)で行わ

れた場合にあってはその

100分の 100に相当する額を

、同一の日においていずれ

の加算額の要件にも該当し

た場合にあってはその 100

分の 100に相当する額を加

算する。 ) 

 ○支給職員数、支給額の多い手当：救急手当、感染症防疫手当、税務手当、社会福祉業務手当  

 

 

（５）時間外勤務手当  

支給実績（令和６年度決算）          236,339千円 

職員１人当たり平均支給年額（令和６年度決算）              361千円 

支給実績（令和５年度決算）          205,766千円 

職員１人当たり平均支給年額（令和５年度決算）              304千円 

（注）  職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績」と同じ年度の４月１日現在

の総職員数（管理職員等制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）です。  

 

 

（６）その他の手当（令和７年４月１日現在）  

主な手当名  内  容  及  び  支  給  月  額  

国の

制度  

との

異同  

支給実績  

（ R6 年度決算） 

支給職員 1 人当

たり平均支給年

額  

（ R6 年度決算） 

 

扶養手当  

 

配偶者                           3,000 円  

扶養親族のうち子         11,500 円  

扶養親族のうち父母等       6,500 円  

職務の級が 8 級であるものの子以外の扶養親族

                 3,500 円  

 15 歳に達する日後の最初の 4 月 1 日から、

22 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日まで

の子１人につき 5,000 円加算  

 同  103,675 千円  252,250 円  
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住居手当  

月額 16,000 円を超える家賃を支払っている職員

に対し、負担している家賃の額に応じた額を支給  

 

借家居住者  支給限度額  28,000 円 

(家賃 61,000 円以上 ) 

同  56,839 千円  256,031 円  

通勤手当  

交通機関利用者（ＪＲ、バス等利用者）  

負担している支給単位期間（最長６か月間）

の通勤に要する運賃等の額により支給  

支給限度額（月額）       150,000 円  

交通用具使用者（自動車、バイク等使用者）  

通勤距離（片道）により支給  

2 ㎞以上   ～   5 ㎞未満    2,000 円 

   5 ㎞以上   ～  10 ㎞未満    4,200 円 

  10 ㎞以上   ～  15 ㎞未満    7,100 円 

  15 ㎞以上   ～  20 ㎞未満   10,000 円 

  20 ㎞以上   ～  25 ㎞未満   12,900 円 

  25 ㎞以上   ～  30 ㎞未満   15,800 円 

  30 ㎞以上   ～  35 ㎞未満   18,700 円 

  35 ㎞以上   ～  40 ㎞未満   21,600 円 

  40 ㎞以上   ～  45 ㎞未満   24,400 円 

  45 ㎞以上   ～  50 ㎞未満   26,200 円 

  50 ㎞以上   ～  55 ㎞未満   28,000 円 

55 ㎞以上   ～  60 ㎞未満    29,800 円  

  60 ㎞以上                   31,600 円 

 同  45,965 千円  67,496 円  

管理職手当  

管理又は監督の地位にある職員に支給する  

部長             73,900 円 

副部長            62,200 円 

課長             48,500 円 

副課長            38,500 円 

専門員            32,600 円 

 

同  

(支給額

が異な

る ) 

128,978 千円  479,471 円  
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単身赴任手

当  

公署を異にする異動等に伴い、住居を移転し、

やむを得ない事情により、同居していた配偶者

と別居し、異動等の直前の住居から異動等の直

後公署に通勤することが通勤距離等を考慮し

て困難であると認められるもののうち、単身で  

生活することを常況とする職員に支給  

月額 30,000 円に住居と配偶者の住居との間の

交通距離により加算   

加算額   

  100km 以上 300km 未満      8,000 円  

  300km 以上 500km 未満      16,000 円 

  500km 以上 700km 未満      24,000 円 

  700km 以上 900km 未満      32,000 円 

  900km 以上 1,100km 未満     40,000 円 

  1,100km 以上 1,300km 未満    46,000 円 

  1,300km 以上 1,500km 未満    52,000 円 

  1,500km 以上 2,000km 未満    58,000 円 

  2,000km 以上 2,500km 未満    64,000 円 

  2,500km 以上          70,000 円 

 同  0 千円  0 円  

休日勤務手

当  

休日等において正規の勤務時間中に勤務する

ことを命ぜられた職員に支給  

勤務 1 時間当たりの給与額に 100 分の 135 を加

算して乗じた額  

 同  0 千円  0 円  

夜間勤務手

当  

正規の勤務時間として午後 10 時から翌日の午

前 5 時までの間に勤務する職員に支給  

勤務 1 時間につき、勤務 1 時間当たりの給与額

の 100 分の 25 を加算して乗じた額  

 同  163,847 千円  1,883 円 

宿日直手当  

職員が正規の勤務時間外又は休日等に宿直又

は日直を行った場合に支給  

  1 回 4,400 円  

 同  0 千円  0 円  

管理職員特

別勤務手当  

管理職手当を支給される職員が臨時又は緊急

の必要その他の公務の運営の必要により週休

日又は休日等に勤務した職員に支給  

 役職に応じ 6,000 円～ 12,000 円 /１回の額    

 同  3,074 千円  19,093 円  
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５  特別職の報酬等の状況（令和７年４月１日現在）  

 区     分  
給  料  月  額  又  は  報  酬  月  額   

 類似団体における最高 /最低額  

給  

料  

市    長  

副  市 長  

913,000 円 

721,000 円 

－  円 /   －  円  

－  円 /   －  円  

報  

酬  

議    長  

副  議 長  

議    員  

502,000 円 

439,000 円 

412,000 円 

 －  円 /   － 円  

－  円 /   －  円  

－  円 /   －  円  

期

末

手

当  

 

市    長  

副  市 長  

（令和６年度支給割合）  ○役職者加算  15% 

3.45 月分  

3.45 月分  

 

議    長  

副  議 長  

議    員  

（令和６年度支給割合）  ○役職者加算  15% 

3.45 月分  

3.45 月分  

3.45 月分  

退

職

手

当  

 

市    長  

副  市 長  

 

≪算定方式、支給時期及び１期の手当額≫  

913,000 円×在職年数×550／100  （任期毎） 20,086,000 円 

721,000 円×在職年数×400／100  （任期毎） 11,536,000 円 

 （注）１期の手当額は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期 (４年 )勤めた場合における

退職手当の見込額です。  
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６  職員数の状況  

（１）部門別職員数の状況と主な増減理由（各年４月１日現在）        （人） 
          区  分  
 
部  門  

職   員   数  対  前  年  
増  減  数  

主 な 増 減 理 由            
令和 6年  令和 7年  

 
普  
 

通  
 

会  
 

計  

 

部  

 
門  
 

一  
般  
行  
政  
部  
門  
 

議 会  
総 務  
税 務  
民 生  
衛 生  
労 働  
農 水  
商 工  
土 木  

9   
1 9 5   
4 0   

1 5 3   
6 6   
1   

5 3   
2 4   
7 4   

9   
1 9 3   
4 0   

1 5 3   
6 6   
1   

5 3   
2 4   
7 4   

0  
▲ 2  

0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  

 

 
 
 
 

業務体制の見直し等による。  

 
 
 

計  6 1 5   6 1 3   ▲ 2   
＜参考＞  
人口 1万人当たり職員数 59.28人 

（類似団体人口 1万人当たり職員数 ―人） 

教育部門  9 3   8 9   ▲ 4   退職不補充、業務体制の見直し等によ

る。  消防部門  1 5 3   1 5 3   0      

小    計  8 6 1   8 5 5    ▲ 6   
＜参考＞  
人口 1万人当たり職員数 82.68人 

（類似団体人口 1万人当たり職員数 ―人） 

公  
営  
企会  
業計  
等部  
 門  

水  道  
下 水 道  
そ の 他  

1 6   
2 5   
3 8   

1 5   
2 4   
3 6   

▲ 1  
▲ 1  
▲ 2  

 

業務体制の見直し等による。  

小    計  7 9   7 5    ▲ 4   

合   計  
 

9 4 0   
[ 1 , 1 6 6 ]  

 
9 3 0   

[ 1 , 1 6 6 ]  

 
▲ 1 0  

[   0  

 
 
]  

 
＜参考＞  

人口1万人当たり職員数 89.93人 

（注）  １  職員数は、一般職に属する職員数です。  

    ２  [  ]内は、条例定数の合計です。  
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（２）年齢別職員構成の状況（令和７年４月１日現在）  

 

区 分 

20歳  

 

未満 

20歳  

～  

23歳 

24歳  

～  

27歳 

28歳  

～  

31歳 

32歳  

～  

35歳 

36歳  

～  

39歳 

40歳  

～  

43歳 

44歳  

～  

47歳 

48歳  

～  

51歳 

52歳  

～  

55歳 

56歳  

～  

59歳 

60歳  

 

以上 

 

計 

職員数 
(人) 

8 51 69 114 96 70 64 97 134 128 85 14 930 

割 合 
（％） 

0.9 5.5 7.4 12.3 10.3 7.5 6.9 10.4 14.4 13.8 9.1 1.5 100 

 

％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）職員数の推移 

（単位：人・％）  

   R2 年  R3 年  R4 年  R5 年  R6 年  R7 年  
過去 5 年間の  

増減数（率）  

一般行政  629 637 634 618 615 613 ▲ 16 （▲ 2.5％）  

教育  102 97 94 94 93 89 ▲ 13（▲ 12.7％）  

消防  155 154 154 154 153 153 ▲ 2 （▲ 1.3％）  

普通会計  886 888 882 866 861 855 ▲ 31 （▲ 3.5％）  

公営企業会計等  87 82 81 79 79 75 ▲ 12 （▲ 13.8％） 

総合計  973 970 963 945 940 930 ▲ 43 （▲ 4.4％）  

（注）各年における定員管理調査において報告した部門別職員数  

年度  

部門別  
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７  公営企業職員の状況  

【水道事業】  

（１）職員給与費の状況（令和６年度決算）  

区分 
総  費  用  

         Ａ 

純損益又は  

実質収支 

職員給与費  

         Ｂ 

総費用に占める職

員給与費比率    

Ｂ／Ａ  

 (参考 )5年度の

総費用に占める

職員給与費比率 

６年度  905,878千円  76,073千円   96,891千円  10.7％  10.6％  

 

区  分  
職員数  

    Ａ  

給      与      費  一人当たり給  

与費  Ｂ／Ａ  給   料  職員手当  期末・勤勉手当  計   Ｂ  

６年度  16人  62,032千円  9,256千円  25,603千円  96,891千円  6,056千円  

（注）１  職員手当には退職手当は含まれていません。  

    ２  職員数については令和６年４月１日の人数である。また、任期付短時

間勤務職員（短時間勤務）及び会計年度任用職員を含まない。  

   ３  給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務  

））の給与費が含まれているが、会計年度任用職員の給与費は含まれて  

いない。 

 

（２）職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（令和７年４月１日現在） 

  区  分  平 均 年 齢      基本給  平均月収額  

西条市水道事業  43.5歳  336,080円 376,235円 

（ 注 ） １  基本給は、職員の給料、扶養手当の合算額の平均です。  

２  平 均 月 収 額 は 職 員 の 基 本 給 と 毎 月 支 払 わ れ る 各 種 手 当 （ 通 勤 手 当 、 住 居 手 当 、  

管 理 職 手 当 、 時 間 外 勤 務 手 当 等 ） を 含 め た も の の 平 均 で す 。  

 

（３）職員の手当の状況  

①期末手当・勤勉手当  

西  条  市  水  道  事  業 西条市（企業職員除く） 

１人当たり平均支給額（令和６年度）  

1,710千円  

１人当たり平均支給額（令和６年度）  

1,332千円  

（令和６年度支給割合）  
        期末手当     勤勉手当  

2.5 月分     2.1 月分  
（1.4月分）  （1.0月分）  

（令和５年度支給割合）  
          

左に同じ  
 

（加算措置の状況）  

職制上の段階、職務の級等による加算措置  

（加算措置の状況）  

左に同じ  

（ 注 ）  （  ） 内 は 、 再 任 用 職 員 に 係 る 支 給 割 合 で す 。  

（参考）  

市町村平均  

一人当たり給与費  

―  千円  

 6,045 千円  
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②退職手当（令和７年４月１日現在） 

西  条  市  水  道  事  業 西条市（企業職員除く） 

（支給率）      自己都合   応募認定・定年 

勤続20年      19.6695月分  24.586875月分  

勤続25年      28.0395月分  33.27075 月分  

勤続35年      39.7575月分    47.709月分  

最高限度      47.709  月分    47.709月分  

その他の加算措置  

※退職手当調整額  

 職務の等級の区分に応じた調整月額を定  

め、在職期間のうち、その月額の高いほ  

うから60月分の合計額を加算  

 ※定年前早期退職特別措置  

（ 2％ ～ 4 5％ 加 算 ）     

1人当たり平均支給額（令和６年度）  

支 給 な し  

（支給率）  

 

 

左 に 同 じ  

 

 

 

 

 

 

 

 

1人当たり平均支給額（令和６年度）  
  1 , 4 9 5万 円  

 （注）退職手当の１人当たり平均支給額は、令和６年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均

額です。  

 

 

③特殊勤務手当（令和７年４月１日現在） 

支給実績（令和６年度決算） 0円  

支給職員１人当たり平均支給年額（令和６年度決算）                  0円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和６年度） 0％  

手当の種類（手当数） 0 

 手当の名称 主  な  支  給  対  象  職  員 支 給 単 価 

―  ―  ―  

 

 

④時間外勤務手当 

支給実績（令和６年度決算）  2,193千円  

職員１人当たり平均支給年額（令和６年度決算）  219千円  

支給実績（令和５年度決算）  2,106千円  

職員１人当たり平均支給年額（令和５年度決算）  211千円  

（注）  職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績」と同じ年度の４月１日現在

の総職員数（管理職員等制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、

短時間勤務職員を含みます。  
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⑤その他の手当（令和７年４月１日現在） 

主な手当名  内  容  及  び  支  給  月  額  

一般行

政職と

の異同  

支給実績  

（令和６年度決算） 

支給職員 1 人当

たり平均支給年

額（令和６年度決

算）  

扶養手当  

 

配偶者                           3,000 円  

扶養親族のうち子         11,500 円 

扶養親族のうち父母等       6,500 円  

職務の級が 8 級であるものの子以外の扶養親族  

3,500 円 

 15 歳に達する日後の最初の 4 月 1 日から、

22 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日まで

の子１人につき 5,000 円加算  

 同  2,568 千円  321,000 円  

住居手当  

月額 16,000 円を超える家賃を支払っている職員

に対し、負担している家賃の額に応じた額を支給  

 

借家居住者  支給限度額  28,000 円 

(家賃 61,000 円以上 ) 

同  1,260 千円  420,000 円  

通勤手当  

交通機関利用者（ＪＲ、バス等利用者）  

負担している支給単位期間（最長６か月間）

の通勤に要する運賃等の額により支給  

支給限度額（月額）       150,000 円  

交通用具使用者（自動車、バイク等使用者）  

通勤距離（片道）により支給  

2 ㎞以上   ～   5 ㎞未満    2,000 円 

   5 ㎞以上   ～  10 ㎞未満    4,200 円 

  10 ㎞以上   ～  15 ㎞未満    7,100 円 

  15 ㎞以上   ～  20 ㎞未満   10,000 円 

  20 ㎞以上   ～  25 ㎞未満   12,900 円 

  25 ㎞以上   ～  30 ㎞未満   15,800 円 

  30 ㎞以上   ～  35 ㎞未満   18,700 円 

  35 ㎞以上   ～  40 ㎞未満   21,600 円 

  40 ㎞以上   ～  45 ㎞未満   24,400 円 

  45 ㎞以上   ～  50 ㎞未満   26,200 円 

  50 ㎞以上   ～  55 ㎞未満   28,000 円 

55 ㎞以上   ～  60 ㎞未満    29,800 円  

  60 ㎞以上                   31,600 円 

 

 同  883 千円  88,270 円  
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管理職手当  

管理又は監督の地位にある職員に支給する  

部長             73,900 円 

副部長            62,200 円 

課長             48,500 円 

副課長            38,500 円 

専門員            32,600 円 

 

同  

(支給

額が

異な

る ) 

2,479 千円  495,840 円  

単身赴任手

当  

公署を異にする異動等に伴い、住居を移転し、

やむを得ない事情により、同居していた配偶者

と別居し、異動等の直前の住居から異動等の直

後公署に通勤することが通勤距離等を考慮し

て困難であると認められるもののうち、単身で  

生活することを常況とする職員に支給  

月額 30,000 円に住居と配偶者の住居との間の

交通距離により加算   

加算額   

  100km 以上 300km 未満     8,000 円  

  300km 以上 500km 未満     16,000 円 

  500km 以上 700km 未満     24,000 円 

  700km 以上 900km 未満     32,000 円 

  900km 以上 1,100km 未満    40,000 円 

  1,100km 以上 1,300km 未満   46,000 円  

  1,300km 以上 1,500km 未満   52,000 円  

  1,500km 以上 2,000km 未満   58,000 円  

  2,000km 以上 2,500km 未満   64,000 円  

  2,500km 以上          70,000 円  

 同  0 千円  0 円  

休日勤務手

当  

休日等において正規の勤務時間中に勤務する

ことを命ぜられた職員に支給  

勤務 1 時間当たりの給与額に 100 分の 135 を加

算して乗じた額  

 同  0 千円  0 円  

夜間勤務手

当  

正規の勤務時間として午後 10 時から翌日の午

前 5 時までの間に勤務する職員に支給  

勤務 1 時間につき、勤務 1 時間当たりの給与額

の 100 分の 25 を加算して乗じた額  

 同  0 千円  0 円  

宿日直手当  

職員が正規の勤務時間外又は休日等に宿直又

は日直を行った場合に支給  

  1 回 4,400 円  

 同  0 千円  0 円  
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管理職員特

別勤務手当  

管理職手当を支給される職員が臨時又は緊急

の必要その他の公務の運営の必要により週休

日又は休日等に勤務した職員に支給  

 役職に応じ 6,000 円～ 12,000 円 /１回の額    

 同  0 千円  0 円  

 

 

 

 

第３  職員の勤務時間その他の勤務条件の状況  

１  勤 務 時 間 等  

１ 週 間 の  １ 日 の  

勤 務 時 間  
始 業  終 業  休 憩 時 間  休 息 時 間  週 休 日  

勤 務 時 間  

3 8 時 間 4 5 分  7 時 間 4 5 分  8 時 3 0 分  1 7 時 1 5 分  6 0 分  な し  土・日 曜 日  

（ 注 ） 勤 務 課 所 に よ っ て は 、 始 業 、 終 業 、 週 休 日 等 が 異 な る 場 合 が あ り ま す 。  

 

 

２  休 暇  

種 類  休 暇 の 概 要 、 取 得 要 件 等  取 得 可 能 日 数 等  

有  

 

給  

 

休  

 

暇  

年 次 有 給 休 暇  一 の 年 ご と に お け る 休 暇  
1 年 に つ き 2 0 日（ 2 0 日 以 内 の 繰 越 が

あ り ま す 。 ）  

病 気 休 暇  
負 傷 又 は 疾 病 の た め 療 養

す る 必 要 が あ る 場 合  

・ 公 務 災 害 、 通 勤 災 害 の 場 合 は 必 要

と 認 め ら れ る 期 間  

・ 負 傷 又 は 疾 病 に つ い て は 、 9 0 日 を

超 え な い 範 囲 で 必 要 と 認 め ら れ る

期 間  

特 別 休 暇  

選 挙 権 の 行 使 、 結 婚 、 出  

産 、 交 通 機 関 の 事 故 そ の  

他 の 特 別 な 事 由 に よ り 、  

職 員 が 勤 務 し な い こ と が  

相 当 で あ る 場 合  

主 な 休 暇  

産 前 休 暇 、産 後 休 暇 、

忌 引 、 結 婚 休 暇 、 ボ

ラ ン テ ィ ア 休 暇 、 子

の 看 護 休 暇 な ど  

産 前 休 暇  

 8 週 間 以 内 に 出 産 す る 予 定 の 女 性  

 職 員 が 申 し 出 し た 場 合 に 出 産 の 日  

 ま で  

産 後 休 暇  

 出 産 の 日 の 翌 日 か ら 8 週 間  

忌 引  

 父 母 の 場 合 7 日 な ど  

結 婚 休 暇  

 連 続 す る 7 日 以 内  

子 の 看 護 等  

 5 日 以 内  

無  

給  

休  

暇  

介 護 休 暇  

負 傷 、 疾 病 又 は 老 齢 に よ  

り 2 週 間 以 上 に わ た り 日  

常 生 活 を 営 む の に 支 障 が  

あ る も の の 介 護 を す る 場  

合  

一 の 継 続 す る 状 態 ご と に 、 連 続 す る  

6 月 の 期 間 内 に お い て 必 要 と 認 め ら

れ る 期 間  
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第４  職員の分限及び懲戒処分の状況  

１  分 限 処 分 （ 令 和 ６ 年 度 ）  

処  分  事  由  降 任  免 職  休 職  降 給  合 計  

勤 務 実 績 が 良 く な い 場 合  ―  ―  ―  ―    0 

心 身 の 故 障 の 場 合  ―  ―  12 ―  12 

職 に 必 要 な 適 格 性 を 欠 く 場 合  ―  ―  ―  ―    0 

職 制 、定 数 の 改 廃 、予 算 の 減 少  

に よ り 廃 職 、過 員 を 生 じ た 場 合  
―  ―  ―  ―    0 

刑 事 事 件 に 関 し 起 訴 さ れ た 場

合  
―  ―  ―  ―    0 

失 職 し た 場 合  ―  ―  ―  ―    0 

合     計  ―  ―  12     0 12 

（ 注 ） １  地 方 公 務 員 法 に 基 づ き 分 限 処 分 に 付 さ れ た 者 の 状 況 を 示 し て い ま す 。  

２  ２ 以 上 の 理 由 に よ り 分 限 処 分 に 付 さ れ た 場 合 は 、主 た る 処 分 事 由 に よ り 計 上 し

て い ま す 。  

 

 

２  懲 戒 処 分 （ 令 和 ６ 年 度 ）  

処  分  事  由  戒 告  減 給  停 職  免 職  合 計  

法 令 に 違 反 し た 場 合  ―  ―  ―  ―  ―  

職 務 上 の 義 務 に 違 反 し 又 は 職  

務 を 怠 っ た 場 合  
―  ―  ―  ―  ―  

全 体 の 奉 仕 者 た る に ふ さ わ し  

く な い 非 行 の あ っ た 場 合  
―  ―  ―  ―  ―  

合     計  0 0 0 0 0 

（ 注 ） １  地 方 公 務 員 法 に 基 づ き 懲 戒 処 分 に 付 さ れ た 者 の 状 況 を 示 し て い ま す 。  

２  ２ 以 上 の 理 由 に よ り 懲 戒 処 分 に 付 さ れ た 場 合 は 、主 た る 処 分 事 由 に よ り 計 上 し

て い ま す 。  
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第５  職員の服務の状況  

１  年 次 有 給 休 暇 の 取 得 状 況 （ 令 和 6 年 1 月 ～ 令 和 6 年 12 月 ）  

 平均取得日数  平均取得率  

全  職 員  １１．３日  ２９．０％  

 

 

２  育 児 休 業 等 の 取 得 状 況 （ 令 和 6 年 4 月 ～ 令 和 7 年 3 月 ）  

（ １ ） 育 児 休 業 の 取 得 状 況 （ 延 人 数 ）  

区      分  男性  女性  

新 た に 取 得 し た 者  ８人  １４人  

前 年 度 か ら 引 き 続 き 取 得 し た 者  ０人  ２５人  

（ ２ ） 介 護 休 暇 の 取 得 状 況  

 男性  女性  

介 護 休 暇 取 得 者  ０人  ０人  

 

 

第６  職員の研修及び勤務成績の評定の状況  

１  研 修 の 状 況 （令和７年度） 

職 場 研 修  新規採用職員に対するＯＪＴ  

一 般 研 修  

新規採用職員研修、新規採用職員フォローアップ研修、接遇研修、ＯＪＴ

研修、新任係長級職員研修、新任課長級職員研修、入庁３年目職員研修、

男女共同参画研修、人事評価研修、不当要求防止責任者講習会  ほか  

特 別 研 修  
人権・同和教育研修、交通安全研修、危機管理研修、コンプライアンス（

官製談合防止）研修 ほか  

派 遣 研 修  
自治大学校、市町村アカデミー、国際文化研修所、愛媛県研修所、各省庁

愛媛県消防学校  ほか  

選 択 研 修  特別講演会（派遣経験職員） ほか  

 

 

２ 勤務成績の評定の状況 

 職員の勤務成績、勤務態度等を公正に評定することにより、個々の能力、適性等に応じ

た適職への配置及び昇任昇格を行うとともに、人材育成、能力開発等を図るべく人事評価

制度を平成２８年度より導入しております。 
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第７  職員の福祉及び利益の保護の状況  
１ 福利厚生制度に係る負担状況（令和６年度） 

共済組合への負担金 愛媛県市町村職員共済組合   967,546 千円  

〃      公立学校共済組合愛媛支部  76,061 千円  

愛媛県市町村職員互助会への負担金  7,390 千円  

西条市職員福利厚生会への補助金  1,887 千円  

 

 

２  公 務 災 害 等 の 状 況  

（ １ ） 公 務 災 害 等 の 認 定 状 況 （ 令 和 ６ 年 度 ）  

公務災害  通勤災害  計  

４件  ０件  ４件  

 

 

第８  職員の勤務条件に関する措置の要求の状況  

令 和 ６ 年 度 に お け る 公 平 委 員 会 へ の 措 置 要 求 の 状 況  

令和５年度末  

の係属件数  

令和６年度中の  

要求件数  

令和６年度中の  

終結件数  

令和７年度への  

繰越件数  

０件  ０件  ０件  ０件  

（ 注 ） 職 員 は 、 給 与 、 勤 務 時 間 そ の 他 の 勤 務 条 件 に 関 し 、 公 平 委 員 会 に 対 し て 、 市 の  

当 局 に よ り 適 当 な 措 置 が 執 ら れ る べ き こ と を 要 求 す る こ と が で き ま す 。  

 

 

第９  職員の不利益処分に関する不服申立ての状況  

令 和 ６ 年 度 に お け る 公 平 委 員 会 へ の 不 服 申 立 て の 状 況  

令和５年度末  

の係属件数  

令和６年度中の  

申立件数  

令和６年度中の  

終結件数  

令和７年度への  

繰越件数  

０件  ０件  ０件  ０件  

（ 注 ） 職 員 は 、 懲 戒 そ の 他 、 そ の 意 に 反 し て 不 利 益 な 処 分 を 受 け た 場 合 に 、 公 平 委 員  

会 に 対 し て 、 不 服 申 立 て を 行 う こ と が で き ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


